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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地表面(G)に敷設した不透水性シート(1)に通芽用開口(3)を形成し、種子が埋め込み固
定された固形播種床材(2)を、該通芽用開口(3)に対する相対位置関係が固定されるよう、
該不透水性シート(1)の接地面(B)側に配置し、該不透水性シート(1)は複数の片で構成さ
れ、該片同士の一部を重ね合わせて形成した導水路(6)と集水口(7)とを備え、該導水路(6
)の終端において該集水口(7)が該固形播種床材(2)に対し開口していることを特徴とする
播種構造。
【請求項２】
　不透水性シート(1)の接地面(B)側に固形播種床材(2)の収容部(5)を設け、該不透水性シ
ート(1)に形成した通芽用開口(3)と該固形播種床材(2)に埋め込み固定された種子(4)との
相対位置関係が固定されるよう、該固形播種床材(2)を該収容部(5)に収容したことを特徴
とする植栽パック。
【請求項３】
　該固形播種床材(2)が、該収容部(5)の伸縮力により固定されている請求項２に記載の植
栽パック。
【請求項４】
　該固形播種床材(2)が、該収容部(5)の内面に貼付されている請求項２に記載の植栽パッ
ク。
【請求項５】
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　該固形播種床材(2)が、移動規制手段(8)により固定されている請求項２に記載の植栽パ
ック。
【請求項６】
　該固形播種床材(2)が、客土(10)とともに該収容部(5)に収容されている請求項２～５の
いずれか一つの項に記載の植栽パック。
【請求項７】
　該不透水性シート(1)は、本体部(1a)と、該本体部(1a)に形成された該固形播種床材(2)
の挿入用開口(9)を閉じる蓋部(1b)とで構成され、該通芽用開口(3)は該蓋部(1b)に形成さ
れている請求項２～６のいずれか一つの項に記載の植栽パック。
【請求項８】
　該不透水性シート(1)は複数の片で構成され、該片同士の一部を重ね合わせて形成した
導水路(6)と集水口(7)とを備え、該導水路(6)の終端において該集水口(7)が該固形播種床
材(2)に対し開口している請求項２～７のいずれか一つの項に記載の植栽パック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、のり面に樹林を創出するための播種構造と、その播種構造に使用する植栽パ
ックに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　のり面の強度向上や景観改善等のために、のり面に樹木を導入して樹林を創出する試み
がなされている。そして、そのための工法として、主に、直接樹木を植え付けるもの（植
樹工法）と植生基材に種子を混合し吹付播種するもの（木本種子吹付工法）が採用されて
いる。
【０００３】
　植樹工法及び木本種子吹付工法については、どちらも、様々な方式が提案されており、
例えば、樹木工法としては、本出願人の一人が提案する特開２００６－０７５０１０号公
報に開示された苗木植栽工法が、一方、木本種子吹付工法としては、特開２００３－０４
７３３０号公報に開示された植物導入方法がある。
【特許文献１】特開２００６－０７５０１０号公報
【特許文献２】特開２００３－０４７３３０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、植樹工法は、植栽基盤整備や施工労務に大きなコストを要するという問
題があった。これに対し、木本種子吹付工法は、その施工が容易であるため、施工労務の
コストを低く抑えることができるという利点がある。
【０００５】
　ところが、木本種子吹付工法には、埋設枯死や露地的な発芽環境により発芽確率が低下
するという問題があった。そのため、所望の樹林を創出するためには、相当量の種子を播
く必要性が生じ、十分な数量の種子を調達することが困難となり、また、その調達コスト
が大きくなるという問題があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、少ない数量の種子で所望の樹林を創出できる播種構造と、その播種
構造に使用する植栽パックを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る播種構造は、地表面に敷設した不透水性シートに通芽用開口を形成し、種
子が埋め込み固定された固形播種床材を、該通芽用開口に対する相対位置関係が固定され
るよう、該不透水性シートの接地面側に配置し、該不透水性シートは複数の片で構成され
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、該片同士の一部を重ね合わせて形成した導水路と集水口とを備え、該導水路の終端にお
いて該集水口が該固形播種床材(2)に対し開口していることを特徴とする。
　なお、本発明において、固形播種床材とは、種子を埋め込み固定でき、更に、通芽・通
根が可能で変形しない素材をいうものとし、例えば、ロックウールやネットに充填した土
砂を本発明の固形播種床材としてもよい。
【０００８】
　本発明に係る植栽パックは、不透水性シートの接地面側に固形播種床材の収容部を設け
、該不透水性シートに形成した通芽用開口と該固形播種床材に埋め込み固定された種子と
の相対位置関係が固定されるよう、該固形播種床材を該収容部に収容したことを特徴とす
る。
　なお、本発明において、収容部は、発芽・成長する種子を内包するものであることから
、その種子の成長を妨げない素材で形成することが前提となっている。そのような素材と
しては、例えば、麻布などの生分解性シートが好適である。
【０００９】
　該固形播種床材が、該収容部の伸縮力により固定されていてもよく、或いは、該収容部
の内面に貼付されていてもよい。
【００１０】
　該固形播種床材が、客土とともに該収容部に収容されていてもよい。
【００１１】
　該不透水性シートは、本体部と、該本体部に形成された該固形播種床材の挿入用開口を
閉じる蓋部とで構成され、該通芽用開口は該蓋部に形成されていてもよい。
【００１２】
　本発明において、該不透水性シートは複数の片で構成され、該片同士の一部を重ね合わ
せて形成した導水路と集水口とを備えるもので、該導水路の終端において該集水口が該固
形播種床材に対し開口していているものであってもよい。
　なお、固形播種床材に対し開口する状態とは、飛来してきた種子が不透水性シートの下
側の固形播種床材に到達する余地を与えずに、雨水のみを固形播種床材に供給できる状態
をいう。例えば、２つの片の縁部同士を重ね合わせ、重複する部分を交差する帯状の未接
着部分を残しながら、これらを接着することにより得られた構造が挙げられる。このよう
な構造においては、飛来してきた種子が未接着部分を通って不透水性シートの下側に自然
に進入する確率は極めて低いが、雨水がこの未接着部分を通過することに問題はないため
、飛来してきた種子が不透水性シートの下側の固形播種床材に到達する余地を与えずに、
雨水のみを固形播種床材に供給できることになる。ただし、集水口の構造に制限はなく、
その他の構造としてもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る播種構造によれば、固形播種床材を使用することにより、不透水性シート
に対する種子の位置を固定することができ、また、その位置を、不透水性シートに形成し
た通芽用開口に対し適切なものにすることにより、種子の発芽確率を高めることができる
。更に、通芽用開口の周囲は、不透水性シートの機能により、飛来してきた種子の生育で
きない環境となっているため、固形播種床材に固定した種子の育成が、飛来してきた種子
の生育により阻害されることもなく、発芽した種子を確実に成長させることができる。従
って、少ない数量の種子で所望の樹林を創出できる。
【００１４】
　なお、固形播種床材に固定した種子の通芽用開口に対する位置関係を適切なものとする
には、まず、発芽した種子の生育を阻害しないよう、芽の伸びる方向に通芽用開口が配置
されている必要がある。このような位置関係は、通常、通芽用開口の直下に種子を固定す
ることにより実現されるが、種子から芽が伸びる方向は品種により異なる場合もあるため
、種子品種の持つ性質に応じて決めることが好ましい。また、種子が、通芽用開口から発
芽に適した距離に配置されている必要がある。発芽に適した地表面からの深さ位置は、品
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種により異なるため、この距離も種子品種の持つ性質に応じて決めることが好ましい。
【００１５】
　また、本発明に係る播種構造は、本発明に係る植栽パックにより、容易に構築すること
ができる。すなわち、本発明に係る植栽パックは、種子が埋め込み固定された固形播種床
材が、種子と通芽用開口との適切な相対位置関係が固定されるよう収容部に収容されてい
るため、地面に載置するのみの作業で、本発明に係る播種構造を、極めて容易に構築する
ことができる。
【００１６】
　本発明に係る植栽パックにおいて、通芽用開口と種子との相対位置関係の固定は、固形
播種床材を不透水性シートに対し固定することで実現されるが、その固定方法に制限はな
く、植栽パックの製造条件や設置条件等を考慮し最適な方法を選択すればよい。例えば、
植栽パックの接地面側にシート材を接着して収容部を形成する場合に、収容部と大きさの
等しい固形播種床材を採用したいのであれば、収容状態において固形播種床材を収容部の
内面に圧着させることにより、収容部の伸縮力を利用して固定することができる。また、
コスト的な理由等から収容部よりも小さい固形播種床材を採用したいのであれば、不透水
性シートの接地面或は収容部を形成するシート材の内面に貼付することにより固定するこ
とができる。更に、収容部内面の固形播種床材周囲に、仕切り壁のような移動規制手段を
設けることにより固定することもできる。ただし、この場合、移動規制手段は、生分解性
素材のメッシュなど、種子から伸びる根の生育を阻害しないものを採用することが好まし
い。
【００１７】
　なお、収容部よりも小さい固形播種床材を採用する場合、固形播種床材は、客土ととも
に収容部に収容されていてもよい。すなわち、収容部内の、固形播種床材が配置されない
部分には客土を充填することで、収容部内全体において、種子から伸びる根を生育させる
ことができる。
【００１８】
　また、不透水性シートの接地面側に先に形成した収容部に固形播種床材を収容する場合
は、不透水性シートを、本体部と、本体部に形成された固形播種床材の挿入用開口を閉じ
る蓋部とで構成し、通芽用開口を蓋部に形成してもよい。この場合、通芽用開口を固形播
種床材の収容部への挿入に使用する必要がなくなるので、その大きさを通芽に必要な最小
のものとして、通芽用開口に種子が飛来して根付く可能性を低く抑えることができる。
【００１９】
　更に、透水性シートを複数の片で構成し、片同士の一部を重ね合わせて形成した導水路
と集水口とを備えたものとし、集水口を、導水路の終端において固形播種床材に対し開口
するものとすれば、飛来してきた種子の根付く可能性を低く抑えながら固形播種床材にお
ける水分条件が大きく変わることを防止し、発芽後の枯損率を低く抑えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　図１及び図２に、本発明に係る植栽パックとその植栽パックを使用して構築した播種構
造の実施例を示す。図１は、同植栽パックを使用して構築した播種構造の縦断面図、図２
は同植栽パックの正面図である。
【００２１】
　図１に示す播種構造は、地表面Ｇに敷設した不透水性シート１と固形播種床材２とで構
成されている。
　不透水性シート１には、公知のマルチングシートが用いられ、表面Ｆと接地面Ｂを貫通
する通芽用開口３が形成されている。一方、固形播種床材２には、公知のロックウールが
用いられ、樹木の種子４が埋め込み固定されている。そして、固形播種床材２は、通芽用
開口３に対する相対位置関係が固定されるよう、不透水性シート１の接地面Ｂ側に配置さ
れている。
【００２２】
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　なお、不透水性シート１は、その上に飛来してきた種子の生育を阻むことができるもの
であれば、その材質に制限はなく、同様の機能を備えるその他のシート類であってもよい
。固形播種床材２についても、その材質に制限はなく、種子を埋め込み固定でき、更に、
通芽・通根が可能で変形しない素材であれば、その他のもの、例えば、ネットに充填した
土砂であってもよい。また、通芽用開口３の形状は、図２に示すように、幅の極めて狭い
長方形とされているが、特に制限はなく、円形や線状の切り込み等にしてもよい。
【００２３】
　固形播種床材２の通芽用開口３に対する相対位置関係は、種子４から芽が伸びる方向に
通芽用開口３が配置され、かつ、種子４と通芽用開口３との距離が種子４の発芽に適した
深さとなるよう、固定されている。なお、発芽に適した深さは、例えば、種子４が好光性
の種子であれば０～２ｃｍ程度、嫌光性の種子であれば２～８ｃｍ程度である。
【００２４】
　この播種構造によれば、固形播種床材２を使用することにより、不透水性シート１に対
する種子４の位置を固定することができ、また、その位置を、不透水性シート１に形成し
た通芽用開口３に対し適切なものにすることにより、種子の発芽確率を高めることができ
る。更に、通芽用開口３の周囲は、不透水性シート１の機能により、飛来してきた種子の
生育できない環境となっているため、固形播種床材２に固定した種子４の育成が、飛来し
てきた種子の生育により阻害されることもなく、発芽した種子を確実に成長させることが
できる。従って、少ない数量の種子で所望の樹林を創出できる。
【００２５】
　なお、図１において播種対象となっているのり面は２層になっているが、これは、切盛
土１１の表面に補強層１２が施されているためであり、この播種構造の構築要件ではない
。
【００２６】
　この播種構造の構築に使用されている植栽パックは、不透水性シート１の接地面Ｂ側に
固形播種床材２の収容部５を設け、この収容部５に、樹木の種子４が埋め込み固定された
固形播種床材２を収容したものとなっている。不透水性シート１の収容部５を備える部位
には、表面Ｆと接地面Ｂを貫通する通芽用開口３が形成されており、固形播種床材２の収
容状態は、そこに埋め込み固定された種子４と通芽用開口３との相対位置関係が固定され
るものとなっている。
【００２７】
　この植栽パックは、種子４が埋め込み固定された固形播種床材２が、種子４と通芽用開
口３との適切な相対位置関係が固定されるよう収容部５に収容されているため、地面に載
置するのみの作業で、上記播種構造を、極めて容易に構築することができる。
【００２８】
　また、この植栽パックの不透水性シート１は、２片で構成され、２片の一部を重ね合わ
せて形成した導水路６と集水口７と備えている。図２に示す２片は、図２において上側に
配置された略凸状の片部の両斜辺が、略凹状をなす他方の片部に、導水路６を形成する重
複部分が離れた状態で接着され、略凸状片部の突出した部分の基部が未接着の状態とされ
ている。そして、この未接着とされた基部が集水口７をなし、導水路６の終端において固
形播種床材２対し開口しているため、これら導水路６及び集水口７を利用し、飛来してき
た種子の根付く可能性を低く抑えながら固形播種床材２へ雨水を集め、固形播種床材にお
ける水分条件が大きく変わることを防止し、種子４が発芽した後の枯損率を低く抑えるも
のとなっている。なお、図２に示す植栽パックにおいて、略凸状片部は、その突出した部
分で収容部５を形成するものとなっているが、収容部５を別のシート材で形成してもよい
。
【００２９】
　この植栽パックにおいては、収容部５と大きさの等しい固形播種床材２を採用し、収容
状態において固形播種床材２を収容部５の内面に圧着させ、収容部５の伸縮力を利用して
固定することにより、通芽用開口３と種子４との相対位置関係を固定している。ただし、
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固形播種床材２を不透水性シート１に対し固定する方法に制限はなく、植栽パックの製造
条件や設置条件等を考慮し最適な方法を選択すればよい。また、固形播種床材２の固形安
定性が高ければ、不透水性シート１の接地面Ｂに収容部５を設けることなく固形播種床材
2を貼付し、それを敷設することによって、この播種構造を構築してもよい。
【００３０】
　次に、図３を参照しながら、本発明に係る植栽パックの他の実施例について説明する。
なお、図３において、図１及び図２と実質的に同じ部分には同符号を付し、その説明を簡
略化又は省略する。
【００３１】
　図３（ａ）に示す植栽パックは、固形播種床材２として、収容部５よりも小さいものが
採用されている。そして、固形播種床材２は、不透水性シート１の接地面Ｂ側に貼付固定
されている。なお、収容部５の固形播種床材２が配置されていない空隙５ａには、図示し
ない客土が充填される。
【００３２】
　図３（ｂ）に示す植栽パックは、図３（ａ）と同様、固形播種床材２として、収容部５
よりも小さいものが採用され、空隙５ａには、図示しない客土が充填される。ただし、固
形播種床材２の固定には、移動規制手段８が用いられている。移動規制手段８は、種子４
から伸びる根の生育を阻害しないものであれば特に制限はないが、この植栽パックでは、
生分解性素材のメッシュが採用されている。
【００３３】
　このように、固形播種床材２の不透水性シート１に対する固定方法に制限はなく、製造
条件や設置条件等を考慮し最適な方法を選択すればよい。また、収容部５よりも小さい固
形播種床材２を採用する場合、収容部５内の、固形播種床材が配置されない部分（空隙５
ａ）には客土を充填することで、収容部５内全体において、種子から伸びる根を生育させ
ることができる。
【００３４】
　図３（ｃ）に示す植栽パックは、不透水性シート１を、本体部１ａと、本体部１ａに形
成された固形播種床材２の挿入用開口９を閉じる蓋部１ｂとで構成し、通芽用開口３を蓋
部１ｂに形成したものである。この植栽パックは、収容不透水性シート１の接地面Ｂ側に
先に形成した収容部５に固形播種床材２を収容する場合に特に好適である。すなわち、通
芽用開口３を固形播種床材２の収容部５への挿入に使用する必要がなくなるので、その大
きさを通芽に必要な最小のものとして、通芽用開口３に種子が飛来して根付く可能性を低
く抑えることができる。なお、この植栽パックは、まず、収容部５内部における移動規制
手段８の周囲に客土１０を充填し、移動規制手段８で囲まれた空隙に挿入用開口９を図中
の白抜矢線の方向に通して固形播種床材２を配置し、最後に固形播種床材２の上側を蓋部
１ｂで塞ぐことにより作ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明に係る植栽パックを使用して構築した本発明に係る播種構造の実施例を示
す縦断面図である。
【図２】同植栽パックの正面図である。
【図３】本発明に係る植栽パックの他の実施例を示す断面図である。
【符号の説明】
【００３６】
１　　不透水性シート
１ａ　本体部
１ｂ　蓋部
２　　固形播種床材
３　　通芽開口
４　　種子
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５　　収容部
５ａ　空隙
６　　導水路
７　　集水口
８　　移動規制手段
９　　挿入口
１０　客土
Ｂ　　接地面
Ｆ　　表面
Ｇ　　地表面　

【図１】

【図２】

【図３】



(8) JP 4849474 B2 2012.1.11

10

フロントページの続き

(72)発明者  牧　隆
            東京都町田市原町田一丁目２番３号　ダイトウテクノグリーン株式会社内

    審査官  草野　顕子

(56)参考文献  特許第３６８５８５０（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特開平０９－０２８１２１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０６０９４６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－０８９４４９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ０１Ｇ　　１３／００　　　　
              Ａ０１Ｇ　　　１／００－０２　　　　
              Ａ０１Ｇ　　　９／００－１０　　　　
              Ｅ０２Ｄ　　１７／２０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

